
大森　正治 議員

不適切な事務の改善は
町 長 検討委員会の

　　　改善策に沿って進める
【
大
森
】
町
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
と
の
委
託
契
約
問
題

で
、
一
職
員
に
よ
る
多
く

の
不
適
切
な
事
務
と
経

理
、
職
務
専
念
義
務
違
反

が
あ
っ
た
。
町
長
は
町
民

や
町
職
員
に
明
確
な
説
明

を
す
べ
き
で
あ
る
。

　

職
員
自
身
の
責
任
は
大

き
い
が
、
町
行
政
の
在
り

方
も
問
わ
れ
て
い
る
。
こ

れ
を
教
訓
に
、
町
行
政
の

再
出
発
が
重
要
。

　

今
回
の
核
心
的
な
問
題

は
何
と
考
え
て
い
る
か
。

【
町
長
】
委
託
側
と
受
託

側
が
同
一
の
町
職
員
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
問
題

発
生
の
原
因
は
、
ベ
テ
ラ

ン
職
員
で
、
長
年
同
業
務

に
従
事
し
て
い
た
こ
と
、

検
査
な
ど
の
不
十
分
さ
、

ま
た
、
チ
ェ
ッ
ク
の
不
十

分
さ
に
も
あ
る
。

【
大
森
】
ど
ん
な
改
善
・

改
革
を
考
え
て
い
る
か
。

【
町
長
】
精
通
し
た
職
員

で
も
、
あ
る
程
度
の
年
数

で
異
動
を
行
う
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
検
討
委
員
会

で
事
務
改
善
を
進
め
る
。

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成

事
業
の
継
続
を

住
民
ニ
ー
ズ
を
考
慮
し
検
討
す
る

【
大
森
】
こ
の
事
業
は
、

町
内
業
者
の
仕
事
お
こ
し

な
ど
に
よ
る
地
域
経
済
の

活
性
化
、
町
民
の
住
環
境

の
整
備
を
目
的
に
町
単
独

事
業
と
し
て
創
設
さ
れ

た
。

　

地
域
経
済
は
依
然
好
況

感
は
な
く
、
こ
の
事
業
へ

の
町
民
の
要
望
も
高
い
。

事
業
を
中
止
す
る
理
由
が

わ
か
ら
な
い
。

　

6
年
間
の
事
業
の
状
況

と
業
者
・
町
民
の
反
応
は

ど
う
か
。

【
町
長
】
反
応
は
好
評
で

あ
っ
た
。

【
大
森
】
交
付
決
定
額
に

対
す
る
事
業
費
は
、
ど
の

年
度
も
10
倍
以
上
、
つ
ま

り
、
10
倍
以
上
の
経
済
効

果
で
あ
る
（
グ
ラ
フ
参

町 長

照
）。
な
の
に
中
止
す
る

理
由
は
何
か
。

【
町
長
】
元
々
期
限
を
設

け
た
事
業
で
あ
っ
た
。

　

成
果
は
あ
っ
た
と
思
う

が
、
現
状
の
中
で
検
証
し

判
断
し
て
い
く
。

【
大
森
】
不
祥
事
と
事
業

は
別
問
題
。
再
開
を
。

【
町
長
】
意
見
は
参
考
意

見
と
し
て
預
か
る
。

改善を求められる行政

事業費と交付決定額の推移

（大森議員作成）
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